
 

参加資格 

• 広島大学に在籍する学部生，大学院生（ただし，2019年3月卒業・修了予定者は除く※） 
  ※本学大学院に進学する者は参加資格はありますが，単位認定は行われないためJASSO奨学金の申請はできません 

• 人権の国際的保障・移民問題に興味をもっている学生 

• 事前（3回）・事後研修（1回）に参加可能であること（授業又はそれに準じる理由以外の欠席は認められません）  

 

選考方法 

• 書類選考（成績・語学力・申込書のエッセイ）および面接（書類選考通過者には面接を行います） 

 

参加費用 

• 参加費：プログラム＋現地交通費＋宿泊（ホームステイ予定）が15万円前後。 ※航空券は各自で手配 

  ただし，日本学生支援機構（JASSO）の要件（次ページ参照）を満たす学生には8万円の給付型奨学金が支給され 

  ます。（人数制限あり（6名）） 
 

応募方法 

• 以下①，②を準備し，2018年11月12日（月）17時までに法学部・経済学部学生支援室に提出してください。 

① 参加申込書フォーム（goo.gl/7YpkWx） ※注意事項をしっかりと確認の上，入力してください。 

② 成績表（PDF）【成績表の取得方法：「Myもみじ」にログイン＞成績＞確定成績確認＞表示範囲「過去を
含めた全成績」，表示させる成績「全て」にチェックし，PDF出力をクリック＞PDFを保存】 ※今年度後期
に入学し本学の成績表がない場合，入学時に提出した出身大学等の成績証明書をスキャンし提出 

   ※書類審査通過者には英語能力証明の写し（TOEIC, TOEFL, IELTSのスコアレポート等）と所得証明書（次 

      ページ参照）を面接時に持参していただきます。学内で実施されたTOEIC（IP）のスコアを使用する場合は， 

      Myもみじのスコア情報が②成績表に明記されていること を確認の上，提出のこと。 

 

重要な日程 

• 応募期間：2018年10月22日（月）～2018年11月12日（月）17時まで 

• 面接：2018年11月中旬～下旬 一人10分程度 

• 事前・事後研修の予定（日時未定）：出発までに事前講義・勉強会，帰国後に 

  事後研修を実施 

STUDY ABROAD PROGRAM 2019 
International Protection of Human Rights and Peace Building  

国際人権保障と平和構築 

場所：ロビーラ・イ・ビルジリ大学（ｽﾍﾟｲﾝ ﾀﾗｺﾞﾅ・ﾊﾞﾙｾﾛﾅ）  

渡航期間： 2019年2月15日（金）  ～3月2日（土）（予定） 
         （治安の悪化等に伴い，延期・中止となる可能性があります。） 

研修内容：人権の国際的保障，欧州連合（EU）における人の自由移動， 

  （予定）    難民，移民に関する講義，フィールドワーク 

                         ※講義や研修は現地学生と共に英語で行われます。  

法学部および 

社会科学研究科 

正規授業科目 

    （２単位） 

応募申し込みサイト 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTxXv7e5hkn6qnjPTRGVddVL00SEG9EeNgH5XOiuMii-Ftig/viewform?fbzx=1947952800344848000


 日本学生支援機構（JASSO）奨学金受給のための要件 

1. 前年度（前年度の成績がない場合は前学期分）の成績評価係数が
2.30以上でかつ前年度の語学成績で成績評価係数2.3以上または
TOEICで550点以上であること 
※成績評価係数が2.00以上2.30未満の場合であっても、本学が2.30相当以上と認め、本制度の支
援を受けることが適当であると判断する者である場合に限り、自己推薦 

書提出により、要件を満たす者として認められる場合がある。 

 

2. 経済的理由により、自費のみでの参加が困難な者 
※原則として、JASSOが実施する第二種奨学金在学採用の家計基準に合致する者を優先とする。 

 
3. 日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者 

①奨学金申請書 ＊日本学生支援機構第一種奨学金又は第二種奨学金受給者は，②③は不要。 

②所得証明書  
 ＜学部生の場合＞ 

 所得の有無にかかわらず、両親（父母、又はこれに代わって家計を支えている人）の証明書を下記のとおり提出して
下さい。 注意：父母のどちらかがパートや無職の場合でもその証明が必要です。 
• 給与所得者（パート・専従者を含む）：平成29年分の「源泉徴収票」（写） 
• 年金受給者：平成29年分の「源泉徴収票」、最新の「年金改定通知書」の写等 
• 雇用保険等受給者：「雇用保険受給資格者証」の表裏の写 
• 給与以外の所得（商・工・林・水産・農業等）：所得税の「確定申告書（第一表、第二表及び青色申告書・収支内訳
書）の写（平成29年分）」で受付印のあるもの[受付印がない場合は、最新の所得証明書も一緒に添付すること] 
＊電子申告の申請書は受付日が確認できる画面の写しのある場合のみ有効。 

• 無職（主婦も含む）：最新の「所得証明書」または「(非)課税証明書」及び「健康保険証の写」 
 ＜大学院生の場合＞ 

 平成29年中の本人及び配偶者（いる場合）の所得を証明できる書類 
• 定職収入の場合：源泉徴収票の写し（給与所得者）、確定申告書（控）の写し（給与所得者以外） 
• アルバイト収入の場合：「アルバイト先の収入証明」及び市区町村役場発行の所得（課税・非課税）証明書 

③家計水準確認表 
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奨学金申請希望者は、以下の資料①～③を面接時に持参できるよう準備しておいてください。 

家計基準（目安）：
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/koho_kettei/index.html 


